
平成２３年度 鎌ケ谷市環境美化対策推進協議会 第３回会議 会議録 

 

１．開催日時：平成２３年９月２９日（木）１５：００～１６：１０ 

 

２．会  場：鎌ケ谷市役所本庁舎６階 第４委員会室 

 

３．出 席 者：①委員 

菅野勝利 石田慶裕 林経雄 石川光昭 古瀬洋司 片平房子   

遠藤尚子 竹林正憲 有山髙臣 藤田次男 川上英明 川崎幸子 

渡部臣道 豊田朊二 奥野寛 河合峰夫 

②事務局 

       松澤廣司（クリーン推進課長）吉松秀樹（クリーン推進課業務係長） 

       五十嵐暁彦（クリーン推進課主事） 

       ③傍聴人 1 名 

４．会議 

  委員の変更があったため、会議に先立ち委嘱状交付式を開催。 

  自治会連合協議会より推薦された林経雄委員に委嘱状を交付。 

  その後、１名空席であった副会長の選出に移り、林経雄委員が副会長として承

認される。 

   

議事録署名人の選出：名簿順により遠藤委員、有山委員を選出 

  会長を議長として議事進行。 

 

 （１）リサイクルフェアについて 

   事務局よりリサイクルフェア概要を、別紙実施要綱(案)のとおり説明。 

   →異議なく承認される。 

    参加委員については、今年度販売する忘れ物傘の提供は新京成電鉄１社の

みのため、１日目及び２日目のそれぞれ午前中のみ、２名ずつで対応する

こととなった。 

    参加委員を募ったところ１０月２９日に片平委員、渡部委員、１０月３０

日に川崎委員、遠藤委員が参加を希望し承認された。 

 

 （２）環境美化運動で集めるごみについて 

第２回会議からの継続議題。 

環境美化運動において、家電リサイクル法にかかる大型家電等が回収された

ごみの中に入っている状況に対応するため、今後の回収品目を燃やすごみに

絞ったほうが良いのではないかと事務局より提案。 

  しかし、委員より各回収拠点に集まってしまったものは最終的に市が処理し

なければならなくなるとの意見が出たため、現行通り回収品目を周知するも

のの、出てきてしまったものは回収することとなる。 



   →承認される。 

   委員：自治会回覧ではなく全戸配布する方がいいのではないか。 

   事務局：来年度はそのようにします。 

  

（３）無煙たばこについて 

   第１回会議からの継続議題。 

   ごみの散乱のない快適なまちづくりに関する条例第２条第４項では、たばこ 

   を吸うこと及び火のついたたばこを持つことを禁止しているが、無煙たばこ

は条例上の「たばこ」に該当するかどうかを審議。 

 

   委員：火がついていないたばこまで規制できないのではないか。 

      ポイ捨てはいけないが、持って吸っている分には構わないと思う。 

   会長：良いのではないか。 

   事務局：委員の皆様よろしいでしょうか。 

      →承認される。 

   委員：ただし、他市の状況の変化に応じて対応することは考えておいたほう 

      良いのでは。 

   事務局：そのようにいたします。 

 

（４）路上喫煙禁止推進地区の状況について 

   第２回会議からの継続議題 

   新鎌ケ谷駅周辺の路上喫煙禁止推進地区の状況について、推進地区指定後も

ポイ捨ての状況が良くならないことから、第２回会議において「指導員を配

置したほうが良いのでは」との意見が出たことについて審議。 

    

   事務局：事務局としては指導員の配置について、財政当局と調整の上、期間

限定等で来年度実施したいと考えております。 

   委員：ポイ捨てされたごみの資料について、これは平均の数なのか。 

      また、現在は調査しているのか。 

   事務局：こちらのごみの数は調査１回ごとの平均の数でして、調査について

現在は行っておりません。 

   委員：新鎌ケ谷駅の利用人口はどのくらいか。どれだけの人がポイ捨てを 

するのか知りたい。 

   事務局：把握しておりません。しかしながら、ここ最近鎌ケ谷の治安が悪く

なってきていると聞いています。多少の関係はあるのかもしれませ

ん。 

   委員：店の駐車場に来てごみを捨てて出ていく人を見かけたこともあり、自

治会のクリーンデーでもポイ捨てごみが結構出てくる。 

      指導員がいても推進地区外に出てから捨てるという人はいると思う。 

   委員：たばこを吸う場所がないためにポイ捨てが多い。 



      やはり喫煙場所の確保が必要ではないか。 

   委員：地区指定の当時には灰皿の設置について誰が掃除するのかということ

が議論となり、市職員では対応できない等の理由から設置しないここ

となった。 

   事務局：事務局としても、灰皿を設置しても受動喫煙の観点から「喫煙を助

長させるのか」という市民の声もあり、悩ましいところです。 

   委員：やはり市内全域で考えて、ポイ捨て禁止の看板を設置できないか。 

   事務局：予算と道路河川管理課との協議になります。 

   会長：この議題は引き続き継続議題としましょう。 

   事務局：そのようにいたします。 

 

（５）その他 

   「第２回ごみの散乱のない快適なまちづくりキャンペーン」について、日時 

   及び各委員の配置等について確認した。 

    

   日時：平成２３年１０月２５日(火)午前７時から８時 

   配置：東武鎌ケ谷駅前 

      渡邉委員、川崎委員、安東委員、奥野委員、鈴木委員 

      新鎌ケ谷駅前 

      川上委員、豊田委員、渡部委員、中村委員、林委員 

  配布物：チューブパックル１，０００個 

  →異議なく承認 

 

その他特になく閉会 

 

会議録署名人の署名 

 

  以上、会議の経過を記載し、相違ないことを証するために次に署名する。 

 

平成２３年１０月３１日 

氏名 遠 藤 尚 子    

 

氏名 有 山 髙 臣    

 


